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2023 年 11 月 7 日に開催した第 8 回「デジタル社会における都市

経営と都市政策に関する研究会」では、一般財団法人全国地域情報

化推進協会（APPLIC）で企画部担当部長を務める吉本明平氏をゲ

ストスピーカーとしてお招きし、講演及び研究会座長委員との意見

交換が行われた。本章では、その模様について紹介する。

はじめにはじめに

自治体の業務システム標準化が法定化され、2026 年 4 月以降は、

国の標準仕様に適合したシステムしか利用できなくなる。いま、各

地の自治体はその対応に追われているが、同時にそこでは事業者（ベ

ンダー）側のビジネスモデルにも大きな影響を与えている、あるい

は与えなければならないという状況になっている。

以下では、はじめにそもそもなぜ標準化をしなければいけないの

か、また標準化とはどのようなことなのかについて、簡単に説明す

る。そのうえで、標準化時代における事業者のビジネスモデルや自

治体・事業者関係の変化に関していくつかの論点を提示する。

1　なぜ標準化するのか1　なぜ標準化するのか

これまで、各地の自治体はいわば自由に業務システムを調達する

ことができた。にもかかわらず、なぜわざわざ標準化しなければな

らないのか。その背景には「2040 年問題」の存在がある。総務省

の自治体戦略 2040 構想研究会において問題とされたのは、日本全

体で今後急速に人口減少が進む結果、2040 年までに多くの自治体

で 3 割から 4 割程度の人口が減少すると見込まれていることであ

る。特に、地方の小規模な自治体になるほど減少幅は著しく、人口

が半減する自治体も出てくると言われている。
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当然のことながら、人口が減れば自治体の職員数も減少してい

く。さらに、団塊ジュニアの世代が退職を迎えるタイミングとも重

なるため、2040 年には自治体職員数は間違いなく半減するという

ふうに言われている。人口がもう増加しない以上、この予測はほぼ

確実に当たると考えられる。

そして職員数が半分になってしまうと自治体の業務は当然ながら

回らなくなってしまう。この状況をどのようにして乗り切るかが重

要な課題である。これに対して、先の研究会が出した結論は、「破

壊的技術を使いこなす」ということであった。ここでいう破壊的技

術とは、AI や RPA などを指している。要するに、人間が考える必

要がある部分はできるだけ AI に任せていく、手を動かす必要があ

る部分は RPA で処理できるようにしていくことで、なるべく人間

側の負担、つまり人手を減らして対応していかなければならず、そ

のためには自治体の業務を「標準化」しなければならない。これが

研究会で出された結論である。換言すれば、2040 年には職員数が

半減する。その状況でも自治体を運営していくためには破壊的技術

を使いこなせるスマート自治体への転換が不可避になるということ

である。

それでは、なぜそこで標準化という話が出てくるのかというと、

このスマート化の実現をすべての自治体において自力で成し遂げて

いくことが困難だからである。大規模な自治体や技術力がある自治

体であれば対応できるかもしれないが、既に人口減少が著しい地方

の小規模な自治体ほど難しくなってくる。そのため、システムを全

国で標準化することによって、例えば国が一括して「こういうやり

方にしてください」とか「こういう手順で導入してください」といっ

た説明を可能にするために、標準化をしていかなければならないと

いう議論がなされている。

つまり、全国の自治体の足並みをそろえることで全国的なサービ
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ス展開を効率化し、それによって自治体の持続性を確保する。その

ための業務システムの標準化だということである。自治体にとって

は、いわば生き残り戦略のようなものと考えてよいだろう。

2　標準化の内容―何が決まっているのか？2　標準化の内容―何が決まっているのか？

標準仕様において具体的には何が決まっているのか。ざっくりと

説明すれば、「機能の要件」と「帳票の要件」が決まっている。機

能というのは、標準化された自治体の業務システムが持つ機能はこ

ういうものだという一覧のことである。後者の帳票というのは、例

えば住民票の写しや納税証明など自治体から発出される用紙のこと

であり、そこでどういった種類の紙を出すのか、またそれらの紙の

レイアウトをどうするかといったことが今回標準化されることにな

る。

現在は住民票の写しのレイアウトは自治体ごとに異なっている

が、標準化後はどこの自治体に行っても基本的には同じレイアウト

の写しが出てくるようになる。当たり前の話かもしれないが、よう

やくそうしたことが実現されようとしているのである。

やや細かい話になるが、構成としては機能と帳票の要件が住民記

録や個人住民税、福祉など業務ごとに定められており、また性能な

どの非機能要件も決まっている。加えて、データの要件などが全体

の共通要件として決まっている。データは業務間でやり取りされる

ことを想定しているため、横断的に統一されることになる。この横

串の部分はデジタル庁が担当することになっており、個別の業務ご

との要件は各法律を所管する省庁がそれぞれ策定する。例えば住民

記録であれば総務省が、子ども・子育て関係であればこども家庭庁

が担当するというように、所管省庁が現行の法律に対応する業務シ

ステムの仕様の作成に責任を持つという仕組みになっている。
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3　ガバメントクラウド3　ガバメントクラウド

次に、標準化とは別の論点ではあるが、標準化と同時進行してい

るガバメントクラウドの問題がある。ガバメントクラウドに関して

も多くの自治体が悩んでいる部分であり、また事業者側にも大きな

影響を及ぼしている。ガバメントクラウドとは、非常に大雑把に言

えば、デジタル庁が一括調達したクラウドのことであり、具体的に

は、AWS、GCP、Azure、OCI といったパブリッククラウドのこと

である 1。それらをデジタル庁が一括で調達して、その中から各自治

体が占有する領域を仮想的に切り売りするようなイメージである。

このガバメントクラウドには「単独利用方式」と「共同利用方

式」という 2 つの方式があり、自治体はそのどちらかを利用するこ

とになっている。単独利用方式というのは、俗に言うプライベート

クラウドのことで、デジタル庁が一括調達したガバメントクラウド

の中から、まさしく「A 市の（固有の）領域」を切り出して A 市に

受け渡し、A 市がその管理と運用をすべて自力で担うという方式で

ある。実務的には、ベンダーに当該領域上にシステムを構築するよ

う委託し、SI（システムインテグレーション）してもらうことにな

る。従来のシステム構築の方式と類似した仕組みであり、形式上「ガ

バメントクラウド」と呼ばれるものを利用しているという点を除け

ば、通常のプライベートクラウドと何ら変わりはない。実際は事業

者に委託するとしても、管理・運用の責任は自治体が負うことにな

るので、自治体にとってハードルは高い。政令市のような大きな自

治体ではいくつかこの方式を使いたいという声が上がっているが、

ほとんどの自治体はもう一方の共同利用方式を選択することになる

だろうと言われている。

1　2023 年 11 月 28 日には、さくらインターネット株式会社が提供する「さくら

のクラウド」が新たに選定された。
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共同利用方式は、「共同利用」という呼称、つまり複数の自治体

が集まって共同で利用するという体裁になっているが、実際には

SaaS（Software as a Service）である。事業者がクラウド環境をデ

ジタル庁から渡してもらい、そこにシステムをセットアップして動

かす。自治体は単にサービスを利用するだけなので、クラウド環境

の管理・運用を自治体は行わない。自治体が担っているという建前

にはなっているが、実質的には事業者が管理運営しているクラウド

からシステムの機能部分をサービスとして利用する SaaS である。

デジタル庁はこの方式を推奨しており、小規模な自治体などは基本

的にこちらの共同利用方式に移行しようと検討が進んでいる。

また、システムの標準化は法律上の義務だが、ガバメントクラ

ウドへの移行はあくまで努力義務となっている。したがって、自治

体の側で移行しないという判断も本来はあり得るはずである。しか

し、共同利用方式は実質的には SaaS であるため、実は自治体の側

に選択権はあまりない。自治体が利用したいシステムの事業者がガ

バメントクラウド上でしか対応しないと言えば、それを使うしかな

い。逆にガバメントクラウドには対応しないと言われれば、そこで

話は終わってしまう。要するに、ベンダーの側がガバメントクラウ

ドに対応するかどうかにかかっている。にもかかわらず、法律上は

あくまで自治体の努力義務になっている。建付けとしてはかなり微

妙であるが、それほど自治体とベンダーの両者が一蓮托生の関係で

あることが如実に表れているのが、この「努力義務」の規定である。

4　自治体の調達業務の変化4　自治体の調達業務の変化

このように自治体の業務システムが標準化され、また多くの自治

体がガバメントクラウドに移行することになると、従来の自治体業

務システムの調達手法はもはや成り立たなくなる。新しい調達の考
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え方にシフトしていかなければならない状況になっている。

今回、標準化の対象になるのは、住民基本台帳や税、介護福祉関

連などの主要な 20 種類の業務である。自治体が行っている事務の

すべてが標準化されるわけではないとしても、主要なものはほぼ網

羅されている。当然ながら、これらの標準化対象事務については、

「欲しいシステムを買う」というこれまでの調達の仕方は不可能に

なる。標準仕様に適合したシステムしか利用できないのだから、標

準仕様に合っていなければ事業者も対応しない。そもそも法律違反

になる。

そうすると、要件定義や仕様書とは一体何なのだろうという話に

なる。これまで自治体の調達において重要だと言われてきたのは、

最初の要件定義とそれを適切にドキュメントに落とし込み事業者に

要求するための仕様書の作成であった。いかにして要件定義を適切

に行い、正しい仕様書を書くのかということが調達の肝であったの

が、標準化後は頑張って要件定義をして仕様書を書いてもあまり意

味がないという状況に一変する。

実は、これこそが標準化の１つの目的でもある。要件定義をして、

仕様書を書いて、プロポーザルを取って、競争入札をして……といっ

た仕事が、20 もの事務があると毎年どれかのシステムで必要にな

る。これまではそれをルーチンワーク的になんとか対応できてきた

が、2040 年までに職員数が半減していくなかでそれが次第に難し

くなってくる。そこで、例えば住民記録のシステムが欲しい場合は、

「住民記録のシステムを１つください」と発注するだけで完結させ

てしまおうというのが標準化である。どこのベンダーのシステムで

あっても同じ機能を持っているわけなので、自治体の側で独自に要

件を定義する必要はない。これが標準化後の調達の姿である。

そこでは、調達に関わる人材に求められる能力も変化していく。

総務省の自治体 CIO 育成研修を参照すると、いままでは調達に関
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するスキルの習得にかなりの力点が置かれていたことがわかる。良

い仕様書とは何か、コストをどう評価するかといったことから始ま

り、EA ドキュメントで必要な要件定義を行い、RFI（情報提供依

頼書）をかけて情報を収集して最適な機能を考えていくといった仕

様書づくりの能力を重視してきたのである。しかし、標準化後は機

能要件も非機能要件も標準仕様として決まっているため、極端に言

えば「良い仕様書」も「悪い仕様書」もない。「〇〇のシステムを

ください」と発注するだけで済むので、こうした研修の必要性も乏

しくなっていく。それよりも DX 関連のスキルへシフトしていくこ

とが求められるようになる。

5　自治体－事業者関係の変容5　自治体－事業者関係の変容

ここまでは主に自治体側の立場から議論してきたが、同じこと

が事業者（ベンダー）にも当てはまる。これまでの事業者は、自治

体から仕様書を受け取り、それに対してどのような提案や対応をす

るかということを考えてきた。「自社が提供しているパッケージで

は基本的にほとんどの要件に対応していますが、対応していない部

分はこちらの考え方のほうが良いですよ」と提案してみたり、どう

しても折り合わない部分はカスタマイズで対応したりするわけであ

る。しかし、標準化後はこうした従来のビジネスモデルは成り立た

なくなる。そのことは、事業者にとって、これまでその作業で生計

を立てていた人たちの仕事がなくなることを意味している。

そうなると、自治体と事業者の関係や両者の付き合い方も自ずと

変わっていくことになる。現在、多くの自治体では調達ガイドライ

ンを策定し、その中で調達プロセスの詳細を記載しているが、それ

も大幅な修正が必要になる。特に変化が著しいのは RFI である。

都市部の自治体では複数のベンダーとしっかり対話をしていると思
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われるが、小規模な自治体では既存のベンダーにおんぶに抱っこの

ところも少なくない。そこでは、自治体の担当者は随時ベンダーと

相談しながら教えてもらうところは教えてもらい、分からない部分

は一緒に考えていくという関係が重要であった。しかし、標準化に

よって標準化対象事務に関しては RFI の必要性が低下し、自治体

とベンダーが議論して何かを決めていくという余地はほとんどなく

なってしまう。

6　標準化の意味6　標準化の意味

それでは、自治体と事業者は本当にもう何も考えなくてもよく

なったのか。事業者は標準仕様通りにシステムを構築して、自治体

はそれをただ調達すればよいということなのか。否、そうではない

というのが最後の論点である。

改めて、標準化が目指すのは、2040 年にかけて自治体の職員数

が半減していくなかで、多くの自治体では自らの業務を自力で処理

することが不可能になっていくという認識の下、自前主義から脱却

し、全国的なサービス展開を効率的に行っていくことにある。これ

をどこが担うのかについては今後の議論を待つ必要があるが、１つ

の方向性として、デジタル庁が内製化するという話も出ている。全

国の自治体が共通して利用するアプリケーションなどをデジタル庁

が開発して提供するという場面が今後増えていくのではないかと予

想されている。

しかし、こうした変革を進めるうえで大きな障壁がある。例えば、

デジタル庁が「〇〇という仕組みを作ったので自治体では△△のよ

うな仕方で導入して使ってください」と説明する際に、自治体の業

務がばらばらだと一般的な解説は難しい。そのままだと各自治体の

対応力によって格差が生まれてしまう。そこを同じ手順書でデジタ
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ル庁の言うとおりにやれば対応できるという状態に変えていくため

にも、やはり標準化が必要という話になる。

もちろん、標準化に対応するのは大変であるし、標準化には批判

や課題も多く存在している。しかし、だからといって何もしなけれ

ば、いずれ自治体の業務が破綻することは明白である。地方自治の

持続性を確保するためには、全国の自治体の足並みを揃え、サービ

スの全国展開を効率化するための標準化は避けては通れない道なの

である。そうした危機的状況をしっかりと認識したうえで、各自治

体は、ガバメントクラウドも含めて事業者とどのような形でシステ

ムを実現していくかということをしっかりと考えていかなければな

らない。

7　ビジネスモデルの転換が進まない理由7　ビジネスモデルの転換が進まない理由

ただし、現実問題として以上のような変化に自治体や事業者が

しっかりとついていけるのかは心許ない。地方自治を持続させるた

めに必要な変化であるということを理解し、事業者は現在のビジネ

スモデルが成り立たなくなることを受け入れたうえで、諦めるとこ

ろは諦めて変革しなければならないし、自治体の側も事業者のビジ

ネスモデルの変化に対応していかなければならないが、それがなか

なか難しいのが現状である。

標準化によって何が大きく変わるのかと言うと、自治体と事業者

の間のビジネスモデルが、従来の SI ビジネスでもパッケージビジ

ネスでもなく、ほぼすべてが SaaS になるという点である。SaaS
であってもベースにはパッケージがあるので、パッケージを開発し

ている事業者に関しては、販売数は減少するとしてもパッケージを

作り、それを売ることで費用を回収するというモデルはある程度残

るかもしれない。一方、SI というビジネスは根本的に消滅してい
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くことになるだろう。

自治体を相手にする事業者には、大きく分けてパッケージベン

ダーと各地域の SIer の 2 種類がある。前者のパッケージベンダー

というのは、例えば住民記録や税システムのパッケージソフトウェ

アを開発している事業者である。基本的には東京の大手事業者であ

り、主要なものは一業務あたりでは日本に 10 社程度と考えて良い

だろう。後者の地域 SIer は、そのパッケージを各自治体の環境に

適応するように調整・統合していくという仕事をしている。大手事

業者である東京のパッケージベンダーが直接やり取りをするのは、

政令市などごく一部の自治体に限られているからである。その他の

多くの自治体では、地場の SIer が長年にわたり自治体の面倒をみ

てきた。地域SIerはパッケージを作っていないため、それをパッケー

ジベンダーから購入し、地元の自治体向けにアレンジしたり、使い

方について説明したり、トラブル対応をしたりといったことを担っ

てきたのである。

標準化でカスタマイズが原則禁止になった後には、データのセッ

トアップ等の作業は当面残るとしても、単純に考えればこれまでの

仕事はほとんどなくなっていくし、またそうなるべきでもある。

だが、地域 SIer は従来のビジネスモデルを現在もなお固持して

おり、あまり転換が進んでいないのが現状である。特にガバメント

クラウドに関して、各地域の SIer はそれを自分たちで立ち上げよ

うとしている。「立ち上げる」と言っても、自分たちでクラウドを

構築するわけではない。要するに、共同利用方式でデジタル庁から

クラウド環境をもらってきて、そこにパッケージベンダーの製品を

展開して自治体に提供する作業を従来の SI に近い形で行おうとし

ているのである。標準化対応の同じパッケージを利用するのだか

ら、理屈上はあるパッケージのガバメントクラウド版が日本で１つ

あれば済むはずだが、同じもののコピーが各地域の SIer 単位で作
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られているのが現状である。ガバメントクラウドの利用がなかなか

広がっていかない理由の１つはこの点にある。

地域 SIer の立場としては、当然ながら自分たちの食い扶持がな

くなるのでそう簡単には辞められないという事情があるが、実は自

治体の側にも問題がある。先ほど述べたように、地方の小規模の自

治体ほど地元の SIer に依存している傾向があるため、そこに撤退

されてしまうと非常に困るのである。パッケージベンダーが代わり

に対応してくれるかと言えば、そういうわけでもない。東京の大手

事業者は地方の町村にまでは手が回らない。事業者のビジネスモデ

ルが変わらない原因をすべて事業者の怠慢に帰責することはできな

いのである。

おわりにおわりに

このように、従来のビジネスモデルからの転換、そして自治体・

事業者関係の再構築は容易ではない。地域の事業者も何とかして生

き残ろうとするし、多くの自治体にとっても地域の SIer は頼みの

綱である。大手のパッケージベンダーが全部まとめて面倒を見てく

れるわけではないし、デジタル庁からのサポートや支援も十分では

ない。そうしたなかで、2025 年までに標準化対応を完了するよう

に迫られ、業務自体が大変忙しい状況で、両者の関係を見直すといっ

たよくわからない部分にまで手をつける余力はないというのが実態

かもしれない。

しかし、だからと言って今の状況を安易に肯定することはできな

い。標準化という面倒や苦労を全国の自治体にわざわざ押し付ける

ことの意味はなにか。それは「2040 年問題」を乗り越えるという

ことであったはずである。そのことを各地の自治体はどの程度しっ

かりと理解できているのか。自治体と事業者との関係の再構築も、
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まずはこの点から出発していくことが必要ではないだろうか。

意見交換意見交換

Q1.  システムの標準化が必要とされる理由の１つとして、自治体の

ベンダーロックインの問題が指摘されている。実際に、標準化

によってベンダーロックインは解消するのか。

A1.  標準仕様の下ではどこのベンダーのシステムを購入しても機能

は同一であるため、従来のベンダーロックインはある程度解消

に向かうと考えられている。他社の製品に乗り換えると今まで

使えていた機能が使えなくなるとか、データ移行の際に項目が

ばらばらで負担が重くなるといった障壁が理屈上は解決するこ

とになる。

Q2.  システムの標準化が進むことで、事業者側のノウハウの維持・

継承が難しくなり、関わる人材も限定的になっていくことと思

われるが、これは公共部門の情報システム分野全体の将来的な

発展を阻害することにつながる恐れがあるのではないか。

A2.  標準化とガバメントクラウドへの集約によって、必要な事業者

側の人員数も大幅に減ることが予想される。パッケージ開発に

携わる SE はもちろん、地域の SIer はそのほとんどが撤退して

いくことになるかもしれない。しかし、それは単に雇用が減る

ことを意味するのではなく、理想を言えば、こうした人材はい

わゆる DX の側にシフトし、公共部門のデジタルサービスを提

案したり設計したりするような役割へと変化していかなければ

ならないと考えている。
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Q3.  標準化の先の話として、国は一度は断念したものの、将来的に

はシステムの共通化ということも視野に入ってくる可能性があ

るのではないか。その場合に懸念されることはあるか。

A3.  共通化の手法として、例えば国が１つのシステムを作り、そ

れを全国の自治体が利用するような方式もあり得るが、一切の

選択肢を無くしてしまうようなやり方には賛成できない。現在

の標準化でも寡占化がある程度進むことは間違いないが、その

場合でもいくつかの主要な事業者間で競争が働くような形がベ

ターではないか。

Q4.  標準化によって自治体ごとの要件定義が不要になるとすると、

事業者を選択する際の差別化要素はどの部分に求めることにな

るのか。

A4.  最も典型的な差別化要素は使い勝手や UI の部分。標準仕様書

では搭載される機能は定まっているが、それをどう実現するか

という点はあえて詳細に規定されていない。具体的には職員が

操作する画面のレイアウトやその操作性などである。もっと

も、本来的により重要なのは、標準化を前提に、自治体や地域

の DX をどう実現していくかといった提案力などの面での差別

化競争が進んでいくことではないかと考えている。

Q5.  標準化によって地域の SIer が撤退してしまうと行き詰まって

しまう自治体も少なくない。標準化の最終的な目標が 2040 年

問題への対応ということは理解できるが、そこに至るまでの過

程をどう描いて道筋を付けていくかというトランジション・マ

ネジメントの視点が希薄であるように感じている。自治体行政
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の破綻を防ぐための標準化が、地域の事業者の撤退を促すこと

で、かえって破綻を早めるといった事態を招かないか。

A5.  確かに標準化は事業者の撤退と収束を加速化させる面がある。

ただし、これは既に過疎地域では人口減少や事業者の疲弊が深

刻な状況になっている中で、あえて加速化させることで早期の

対応を促すという狙いがあると理解している。その際、組織の

中に対応できる人材がおらず、また地域の事業者にも頼れない

という状況になれば、必然的に外部の人間に頼る機会が増えて

いくだろう。しかし、外部人材の数にも限りがあるため、自治

体ごとに仕組みがばらばらのままだと全国的な対応は難しい。

標準化には、このような課題を解消するという意味もある。

Q6.  標準化はある意味では極めて反アジャイル的な手法である。自

治体やベンダーから見て使い勝手の悪い標準が作られてしまっ

た場合に、それが迅速に改善されるような保障はあるのか。標

準仕様の改定が必要になるような場合、現場をあまり知らない

国の省庁が感度良く対応できるのかは疑問が残る。

A6.  どの自治体にとってもおかしいと感じられるような部分は、提

案があれば比較的スムーズに修正されるだろう。一方、実際に

は「うちのやり方ではない」ことを「使い勝手が悪い」と言っ

ているようなケースも多い。こうした意見に関しては、すべて

受け入れてしまうと標準化した意味がなくなってしまうので、

ある程度は諦めてもらうことも必要になる。

Q7.  標準仕様の策定時に各省庁は検討会などを設置して自治体側の

意見を募っているが、そうした場に参加した特定の自治体の意
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見が参考にされ、いわば国のお墨付きを得る形で仕様に反映さ

れることもあったのではないかと推察される。その意味では、

国に駆け込む力が特定の自治体を有利にするようなメカニズム

が働いていたのではないか。

A7.  そうした側面があることは否定できない。標準仕様の策定には

大別して 2 パターンあり、１つはベンダーに発注して仕様を作

成してもらい、それを検討会で叩いて確定させるやり方。もう

１つは、検討会の構成メンバー、つまり自治体の職員たちが一

から仕様を決めていくパターンである。特に後者の場合は、汗

をかいた自治体の思いが反映されている可能性は高い。とはい

え、すべての標準仕様は確定前に全国の自治体に意見照会をか

けているので、検討会に入っていない自治体が無視されている

というわけではない。何も意見を出さない自治体の声が反映さ

れないというのはある意味当然のことでもある。

Q8.  今回の標準化とガバメントクラウドへの移行がもたらす影響や

変化を検証するような業界側の動きがなかなか見えてこないと

感じている。個々のベンダーでは対応できない問題であるが、

業界団体や事業者のネットワークは十分に機能しておらず、そ

のことがビジネスモデルの革新が進まない一つの原因でもある

のではないか。

A8.  私の知る限りでは具体的な動きは出ていない。特に地域の SIer
は標準化に関して長らく蚊帳の外に置かれてきたこともあり、

ビジネスモデルの再編にまで着手できるような段階にはない。

大手のパッケージベンダーとしても、付き合いがあったり自分

たちのグループ企業であったりすることも多い地域の SIer に
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対して、簡単に「撤退してください」とは言えない。この部分

は経済界が主導しなければならないと考えている。標準化に関

して最初に本格的な答申を出したのは経済財政諮問会議である

が、標準化が自治体ビジネスの領域に大きなインパクトを持つ

ことは当然理解していたはずである。だとすれば、その後のフォ

ローアップについても一定の責任を持つべきではないだろう

か。

Q9.  標準化の対象 20 業務の標準仕様は省庁ごとに縦割りで策定さ

れているが、自治体の側で複数の業務間のデータを連携して政

策に活用するといったことは可能なのか。

A9.  データの形式面についてはデジタル庁が横断的に標準を作成し

たため、業務横断的なデータ分析も容易になる。従前は、A 社

のシステムでは取り出せるデータが B 社のシステムからでは取

り出せないとか、データの形式が一致していないといった問題

があった。標準化によって庁内はもちろん全国の自治体で共通

した形式のデータを利用できるようになるため、そうしたデー

タの分析を通じた新たなサービスや仕組みが生まれることが期

待されている。

Q10.  地域の SIer の新たな役割として、そうしたデータの分析を通

じた自治体への事業提案や、標準システム内には含まれてい

ない地域固有のデータを収集していくといったことなども考

えられるのではないか。

A10.  まさにそうした方向への転換が必要である。基幹システムの

統合や管理ではなく、そこから出てくるデータを地域ごとの
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情報と組み合わせてサービスの改善や新しいサービスを考え

ていくことは、今後の地域 SIer の重要な任務である。また、

そうして生まれた各地域の優れたサービスを全国に横展開し

ていくことは、デジタル田園都市国家構想の骨格でもある。

最終的にはこの段階まで実現できなければ、標準化の意味も

半減してしまうことになる。




